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特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

特
許
出
願
の
手
数
料
、
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
等
の
引
き
下
げ
を
行
う
こ
と
。

１

特
許
法
関
係
手
数
料
の
う
ち
、
特
許
出
願
（
特
許
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
を
含
む
。
）
を
す

る
者
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
者
及
び
同
法
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
申
出
を
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。

２

商
標
法
関
係
手
数
料
の
う
ち
、
商
標
登
録
出
願
を
す
る
者
、
防
護
標
章
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利

の
存
置
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
者
及
び
商
標
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
六
十
八
号
）

附
則
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
複
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
者
が
納
付
す
べ
き

手
数
料
の
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。

第
二

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。


